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新たな大都市制度の検討について 

 

１ 横浜市大都市自治研究会「第１次提言」について 

(1)  提言の位置付け 

平成 22 年５月に策定された横浜市の「新たな大都市制度創設の基本的考え方」

を踏まえ、横浜市を対象に、特別自治市創設が求められる背景、特別自治市制度

の骨子、特別自治市移行に期待できる効果、特別自治市移行が地方財政に与える

影響等を整理 

 

(2)  提言の概要 

○ 人口減少・超高齢化が急速に進む中、大都市においては、他の地域に増して、

老人福祉費、生活保護費などの急増が予測されている一方、日本経済の牽引車

としての役割を強く求められている。 

○ 地域経済の活性化、行財政改革の推進、住民自治の強化、安定した子ども・

高齢者対策の推進という困難な課題を解決しうる数少ない有望な施策の一つ

が特別自治市制度である。 

○ 特別自治市としての横浜市は、原則として、市域内を対象とした神奈川県の

事務の全部を処理する一方で、市域内地方税のすべてを賦課徴収する。 

○ より身近な住民自治を実現するものとして、現行の行政区を単位に、住民自

治の制度的強化を行う。 

○ 横浜市の特別自治市移行に伴い、指定都市にとどまった場合と比較して市内

3.7 兆円、市外 1.2 兆円の経済効果が発生するとの推計がある。経済効果が発

生した場合は、横浜市内及び市外において、雇用効果・税収効果も見込まれる。 

○ 指定都市と県との二重行政の解消による業務効率化によって、住民サービス

を低下させることなく、行政改革効果が期待できる。 

○ 神奈川県における地方税額の市町村別構成比と人口の構成比はほぼ一致し

ており、県内では横浜市に税収が過度に集中しているとはいえない。 

○ 平成 23 年度神奈川県予算における横浜市域内の歳入・歳出は、自主財源・

一般財源ベースで差引 506 億円の歳出超過となっており、神奈川県及び県内市

町村の財政に悪影響を与えることは想定できない。 
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(3) 今後の予定 

平成 22 年５月に策定された横浜市の「新たな大都市制度創設の基本的考え方」、

大都市行財政制度特別委員会報告書、昨年 12 月の横浜市会における特別自治市創

設に関する決議、横浜市大都市自治研究会第１次提言などを踏まえ、横浜版特別自

治市大綱素案を取りまとめます。 

＜参考資料１：横浜市大都市自治研究会第1次提言＞ 

 

２ 「第 30次地方制度調査会」について 

(1) 最近の開催状況 

開催日 会議 主な内容 

平成24年３月16日 第８回専門小委員会 東京都及び特別区から意見聴取 

平成24年３月29日 第９回専門小委員会 全国知事会、中核市市長会及び 

特例市市長会から意見聴取 

平成24年４月16日 第 10回専門小委員会 諸外国の大都市制度 

 

(2) 主な発言 

発言者 内容 

東京都笠井総務局長 都制度は、東京の活力を維持するには最適で必須な制度 

西川荒川区長 

（特別区区長を代表） 

もっと 23 区に権限を与えて欲しい。より効率的でスピー

ディに（行政を）やっていける。 

上田埼玉県知事 

（全国知事会を代表） 

（大都市制度の検討は）都道府県制度のあり方と表裏一体

で、知事会の意見も十分踏まえてほしい。 

仲川奈良市長 

（中核市市長会を代表） 

財源と権限の移譲が不十分で、中核市制度自体に魅力がな

い。社会情勢の変化を考え、都市制度全般を見直すべき。

竹内鳥取市長 

（特例市市長会を代表） 

大都市制度の在り方を論ずる前提として基礎自治体の

在り方を整理する必要がある。 

 

(3) 今後の予定 

平成24年４月25日 第 11回専門小委員会 

 

＜参考資料２：第８回専門小委員会配付資料＞ 

＜参考資料３：第９回専門小委員会配付資料＞ 

＜参考資料４：第 10 回専門小委員会配付資料＞ 
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３ 指定都市７市による大都市制度共同研究会「論点整理」について 

(1)  開催実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  論点整理の概要 

○ 特別自治市制度については、都市の成り立ちや一体性、基礎自治体としての役

割などを踏まえた制度設計が必要 

○ 大都市の役割を果たし、行政需要を十分に満たすには、適正な規模能力に加え、

各都市の地域特性に応じて事務権限及び財源を有することができる仕組みが必

要 

○ 大都市は、そのスケールメリットなどによって効果的な行財政運営を行ってお

り、今後もこのメリットを生かしていくべき。 

○ 「二重行政」の解消には包括的及び一元的な事務権限の移譲が必要 

○ 地域の実情を最も身近に把握することができる基礎自治体でもある大都市が、

府県の事務権限も担いながら地域の課題を一体的及び総合的に解決するために

は、行政区を充実させることが効率的・効果的 

 

 (3) 今後の予定 

平成24年 11月 最終報告（予定） 

＜参考資料５：指定都市７市による大都市制度共同研究会「論点整理」＞ 

 

回 期日 主な内容 

第１回 平成 23年 10月 31日(月)
・研究会の日程及び研究項目 

・市長による意見交換 

第２回 平成 24 年１月 18 日(水)
・特別自治市制度創設に向けた大都市の望

ましい姿、二重行政の解消など 

第３回 平成 24 年２月 15 日(水)
・特別自治市における都市内分権のあり方

・最終報告に向け検討すべき課題 



横浜市大都市自治研究会第１次提言（概要） 

 

１ 第１次提言の趣旨 

横浜市を対象に、特別自治市創設が求められる背景、特別自治市制度の骨子、特別

自治市移行に期待できる効果、特別自治市移行が地方財政に与える影響等を整理した。

特別自治市移行に伴う事務配分や内部組織、移行工程の詳細等については、第２次提

言以降に予定している。 

    

２ 提言の骨子 

① 人口減少・超高齢化が急速に進む中、大都市では他の地域に増して、老人福祉費、

生活保護費、児童福祉費などの急増が予測されている一方、大都市は日本経済の牽引

車としての役割が強く求められている。こうした状況で地域経済の活性化、行財政改

革の推進、住民自治の強化、安定した子ども・高齢者対策の推進という困難な課題を

解決しうる数少ない有望な施策の一つが特別自治市制度である。 

② 特別自治市としての横浜市は、原則として、市域内を対象とした神奈川県の事務の

全部を処理する一方で、市域内地方税(市・県税)のすべてを賦課徴収する。 

③ 特別自治市創設は、市域内における広域自治体の議会機能の廃止を伴う。しかし、

同時に、より身近な住民自治を実現するものとして、現行の行政区を単位に、区選出

の市会議員による区議会の設置、または区長公選などにより、住民自治の制度的強化

を行う。 

④ 横浜市の特別自治市移行に伴い、指定都市にとどまった場合と比較して市内 3.7

兆円、市外 1.2 兆円の経済効果が発生するとの推計があり、この推計に基づけば、市

内 37 万人、市外 11.4 万人の雇用効果が見込まれるとの試算もある。 

⑤ さらに、こうした効果を受けて、税収効果についても、県内地方税 2,152 億円（市

内分 1,740 億円、市外分 412 億円）、国税 3,447 億円（市内分 2,708 億円、市外分 739

億円）が見込まれるとの試算がある。 

⑥ 指定都市と県との二重行政の解消による業務効率化によって、住民サービスを低下

させることなく、神奈川県から移譲される事務等を担う一般行政職員（約 2,000 人）

のうち、約６割を退職不補充による削減対象とすることができる。 

⑦ 一方、横浜市を除いた神奈川県内 32 市町村中 21 の市町村では、横浜市よりも財政

力指数が高い(平成 21 年度)。また、神奈川県における地方税額の市町村別構成比と

人口の構成比はほぼ一致しており、横浜市に税収が過度に集中しているとはいえない。 

⑧ 平成 23 年度神奈川県予算における横浜市域内の歳入・歳出は、差引 506 億円の歳

出超過となっている(自主財源・一般財源ベース)。この歳出超過は、特別自治市創設

によっても不交付団体水準超過経費が発生しないことを示唆している。 

⑨ 特別自治市創設後、横浜市域内分を除いた神奈川県予算額の合計は、33.3%減少す

るが、減少分の多くは、教員、警察官等の人件費、介護・措置･医療関係費、公債費

など裁量の余地が少ない義務的経費である。横浜市域分の介護・措置・医療費関係費

や老朽化の進む県有施設などが特別自治市に移行され、投資的経費の構成比が 2.6％

増加することで、神奈川県は将来の財政負担を軽減できると見込まれる。 
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第３０次地方制度調査会委員・臨時委員名簿
（平成２４年４月１日現在）

委 員

【学識経験者 １８名】

石 原 俊 彦 関西学院大学教授

伊 藤 正 次 首都大学東京教授

岩 崎 美紀子 筑波大学教授

★碓 井 光 明 明治大学教授

江 藤 俊 昭 山梨学院大学教授

太 田 匡 彦 東京大学教授

大 貫 公 子 行政相談委員

大 山 礼 子 駒澤大学教授

○畔 柳 信 雄 （株）三菱東京ＵＦＪ銀行相談役

小 林 裕 彦 弁護士

斎 藤 誠 東京大学教授

田 中 里 沙 （株）宣伝会議取締役編集室長

辻 也 一橋大学教授

中 村 廣 子 新宿区中里町町会会長、新宿区町会連合会常任理事

◎西 尾 勝 （公財）後藤・安田記念東京都市研究所理事長

林 知 更 東京大学准教授

林 美香子 キャスター・慶應義塾大学特任教授

林 宜 嗣 関西学院大学教授

【国会議員 ６名】

阿久津 幸 彦 衆議院議員

逢 坂 誠 二 衆議院議員

鈴 木 克 昌 衆議院議員

山 口 俊 一 衆議院議員

武 内 則 男 参議院議員

谷 川 秀 善 参議院議員

【地方六団体 ６名】

石 井 正 弘 岡山県知事（全国知事会）

山 本 教 和 三重県議会議長（全国都道府県議会議長会会長）

森 民 夫 新潟県長岡市長（全国市長会会長）

関 谷 博 山口県下関市議会議長（全国市議会議長会会長）

藤 原 忠 彦 長野県川上村長（全国町村会会長）

髙 正 群馬県榛東村議会議長（全国町村議会議長会会長）

（委 員 ３０名）

臨時委員

中 尾 修 （財）東京財団研究員

林 文 子 横浜市長

（臨時委員 ２名）

（◎：会長、○：副会長、★：専門小委員会委員長）
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